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森林吸収等に係る取り扱いのとりまとめ結果

 第10回検討会（令和7年6⽉）では、第3回森林⼩委員会の中間とりまとめ案の内容について議論を⾏い、
了承いただいたところ。

 第４回森林⼩委員会（令和７年８⽉）では、中間とりまとめを踏まえて、運⽤細則と様式について議論を
⾏った。
１ 運⽤細則について ２ 様式について
（１）森林吸収量の算定報告 （１）報告様式
（２）⾃然攪乱の基準 （２）算定シート
（３）⽊材の合法性の確認 （３）任意報告様式
（４）建築部材の算定範囲
（５）解体建築物のアウトフロー算定において適⽤する係数

 中間とりまとめ及び⼩委員会の結果を踏まえ、現在省令等の改正作業を進めており、本年度中に公布予定。
令和９年度の報告（令和８年度実績）から適⽤を開始する。

 以下は、森林経営活動及び⽊材製品利⽤に伴う炭素蓄積変化量等の報告様式。
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（参考）報告様式（1/４）

 森林等炭素蓄積変化量を⽤いて調整後排出量を算定した場合に、報告様式において、森林等炭素蓄積
変化量（森林経営活動及び⽊材製品利⽤に伴い変化した炭素蓄積の量をCO2換算した量）及びその算
出根拠となる情報等の報告を求める。

 算定した森林等炭素蓄積変化量（t-CO2）を本表に記載する。

① 森林経営活動による森林等炭素蓄積変化量
② ⽊材製品利⽤による森林等炭素蓄積変化量
③ ①と②の合計量
の記載欄を追加

新設
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（参考）報告様式（２/４）

 森林等炭素蓄積変化量を⽤いて調整後排出量を算定する場合に、森林経営活動に係る森林等炭素蓄
積変化量の算定に必要な情報を本表に記載する。

新設
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（参考）報告様式（３/４）

 森林等炭素蓄積変化量を⽤いて調整後排出量を算定する場合に、⽊材製品利⽤に係る森林等炭素蓄
積変化量の算定に必要な情報を本表に記載する。

新設
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（参考）報告様式（４/４）

 任意報告様式
販売した⽊材製品の炭素蓄積などの他の者の温室効果ガス吸収等に係る情報についても任意で報告可能と
するため、任意報告様式を改正し、「他の者の温室効果ガス吸収等（販売した⽊材の炭素蓄積を含む。）に
貢献する取組及び当該取組に係る吸収量等に関する情報」の報告欄を追加した。

新設


